
 

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の交通の不便な地域における住民の生活の利便性の向上を

図るため、当該地域の住民が主体となりコミュニティタクシーを運行する事業に対

し、その継続的な運行を維持していくための経費の一部を予算の範囲内で補助する

ことについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）コミュニティタクシー 乗客定員が１４人以下の車両を利用し、乗り合いによ 

り運行するものをいう。 

（２）団体 自治活動や慣習などで深い結びつきを持ち、コミュニティを形成してい 

る区域内で、単一もしくは複数の自治会等により構成されている組織をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次

条に定める事業を行う団体であって、市長が認めた団体とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、山口市

コミュニティタクシー運行事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に適合する事

業であって、山口市長が認めた事業であるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。 

（１）コミュニティタクシー運行経費（以下「運行経費」という。） 

（２）停留所の整備に要する費用 

（３）広告収入に係る活動費 

（４）事務管理費 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、別表１に掲げる額とする。 

２ 前項の運行経費は、補助金を申請しようとする年度の前年度の実績見込みに基づ



 

いて算出するものとする。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、山口市コミュニティタクシー

運行事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申

請しなければならない。 

（１）補助対象事業に係る事業実施計画書 

（２）補助対象事業に係る収支予算書 

（３）構成員の名簿 

（４）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当で

あると認めるときは、山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付決定通知書

（別記第２号様式）により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定を行うに際し、補助対象事業の内容、計画期間、

採算性その他の事項を勘案し、必要と認めるときは、前条の規定による申請を行っ

た補助対象者と協議のうえ当該申請に係る補助対象事業の内容について補正を求め、

又は補助金の交付について条件を付すことができる。 

 

（事業の変更等） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者（以下「補

助事業者」という。）は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじ

め山口市コミュニティタクシー運行事業変更承認申請書（別記第３号様式）により、

市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象事

業の内容の変更を承認したときは、山口市コミュニティタクシー運行事業変更承認

決定通知書（別記第４号様式）により、当該申請を行った補助事業者に通知するも

のとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の規定により補助対象事業の内容の変更を承認する場

合について準用する。 

４ 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め山口市コミュニティタクシー運行事業中止（廃止）届（別記第５号様式）により、

市長に届け出なければならない。 

 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、毎年４月から９月末日までの補助対象事業の遂行状況を記



 

載した山口市コミュニティタクシー運行事業遂行状況報告書（別記第６号様式）に

次に掲げる書類を添えて、１０月３１日までに、市長に報告しなければならない。 

（１）収支決算書 

（２）補助対象事業の状況報告書類 

（３）補助対象経費を証する書類 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は補助対象事業の遂行状況に関し必要があると認

めるときは、補助事業者に対し、報告を求めることができる。 

 

（概算払） 

第１１条 市長は、第８条第１項の規定により交付を決定した後において、補助対象

事業の円滑な遂行を図るうえで特に必要があると認めるときは、補助事業者の申請

に基づき、交付決定額を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、山口市コミュ

ニティタクシー運行事業補助金概算払請求書（別記第７号様式）により、市長に申

請しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、廃止し、若しくは完了したときは、

当該事業を中止し、廃止し、若しくは完了した日から起算して３０日以内に、山口

市コミュニティタクシー運行事業実績報告書（別記第８号様式）に、次に掲げる書

類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１）収支決算書 

（２）補助対象事業の成果をまとめた書類 

（３）補助対象経費を証する書類 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、補助金の額を確定し、山口市コミュニティタクシー運行事

業補助金確定通知書（別記第９号様式）により、当該報告を行った補助事業者に通

知するものとする。 

２ 市長は、補助対象事業の完了を理由とする前条の規定による報告を受けた場合に

おいて、当該報告の内容が、第８条第１項の規定により交付を決定し、又は第９条

第２項の規定により変更の承認をした補助対象事業の内容に明らかに適合しないと

認めるときは、前項の規定による確定を行う前に、当該報告を行った補助事業者に

対し、補正を求めることができる。 



 

（補助金の交付請求） 

第１４条 前条第１項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付請求書（別記

第１０号様式）により、市長に請求しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１１条第１項の規定により支払われた概算払額が前条第１項の

規定により確定した補助金額を超えるときは、その差額を市長に返納しなければな

らない。この場合において、補助事業者は、その差額を市長が定める日までに市長

に返納しなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）補助金の交付に際して付した条件に違反したとき。 

（３）補助対象事業の執行方法が不適当と認められたとき。 

（４）第９条第４項に規定する届出があったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、山口市コミ

ュニティタクシー運行事業補助金交付決定取消通知書（別記第１１号様式）により、

当該取消しに係る補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、既に補助金を交付しているときは、山口市コミュニティタクシー運行事業

補助金返還命令書（別記第１２号様式）により、当該取消しに係る補助事業者に対

し期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第１７条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、並びに収入及び支出に係る証拠書類を整理して、補助対

象事業を中止し、廃止し、又は完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算し

て５年間これらを保存しなければならない。 

 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助対象事業に係る補助金の交付に関し必

要な事項は、市長が別に定める。 

 

 



 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２０年１２月２４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年２月１４日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

別表１（第６条関係） 

団体 乗車率基準に係

る算定年度 

運行経費に係る補助額 第５条第２号

から 

第５号に掲げ

る額 

運行区域内の停

留所から、生鮮

食料品が購入で

きる商業施設ま

たは日常かかり

つけることので

きる医療施設ま

での距離が４．

５ｋｍ以上であ

る団体 

４月１日から始

まらない初年度 

運行経費から収入額を差し引

いた全額 

全額 

１年目から３年

目 

運行経費の１００分の７５を

超えない額及び次に該当する

もの 

①福祉優待バス乗車証、運転

卒業者サポート手帳および運

転経歴証明書適用による運賃

収入の減収相当額 

②遠距離通学対策事業補助金

により定期券の実費が補助さ

れている児童生徒が利用する

場合における当該便の運行経

費の２分の１の額（登下校１

便ずつに限る） 

③乗車率３５％を超えた年間

乗車人員に正規運賃を乗じた

額（①、②及び運賃収入との

合計が１００分２５を超えな

い額とする） 

ただし、当該団体において、

当該年度の上記補助額及び協

賛金、前年度分の留保金相当

額を充当してもなお欠損が生

じる場合、翌年度に収支改善

を実施することを条件に、当

該年度末において欠損額を補

助することができる。 

全額 

上記以外の団体 ４月１日から始

まらない初年度 

運行経費から収入額を差し引

いた全額 

全額 

１年目から３年

目 

運行経費の１００分の７０を

超えない額及び次に該当する

全額 



 

もの 

①福祉優待バス乗車証、運転

卒業者サポート手帳および運

転経歴証明書適用による運賃

収入の減収相当額 

②遠距離通学対策事業補助金

により定期券の実費が補助さ

れている児童生徒が利用する

場合における当該便の運行経

費の２分の１の額（登下校１

便ずつに限る） 

③乗車率３５％を超えた年間

乗車人員に正規運賃を乗じた

額（①、②及び運賃収入との

合計が１００分３０を超えな

い額とする） 

ただし、当該団体において、

当該年度の上記補助額及び協

賛金、前年度分の留保金相当

額を充当してもなお欠損が生

じる場合、翌年度に収支改善

を実施することを条件に、当

該年度末において欠損額を補

助することができる。 

（備考） 

１ 算定年度の１年目から３年目において、乗車率基準を達成した団体は、翌年度の

算定年度を１年目とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記第１号様式（第７条） 

  年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付申請書 

 

山口市長 様 

補助対象者 

団体名  

代表者氏名             印 

住所             

電話             

  

    年度山口市コミュニティタクシー運行事業に係る補助金の交付を受けたいので、

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり

申請します。 

記 

１ 事業の名称 

２ 交付申請額             円 

３ 添付書類 

（１） 事業実施計画書 

（２） 収支予算書 

（３） 構成員の名簿 

（４） その他、市長が必要と認める書類 

   



 

第２号様式（第８条第１項） 

指令交第    号  

 

補助対象者 

 住所 

 団体名 

 代表者氏名            様 

 

    年  月  日付けで申請のあった    年度山口市コミュニティタクシー運

行事業に係る補助金の交付について下記のとおり決定したので、山口市コミュニティタク

シー運行事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により通知します。 

       年   月   日 

                               

山口市長 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 交付の可否 

３ 交付決定額             円 

４ 備考（不可とする理由、補正を求める事項、条件等） 



 

第３号様式（第９条第１項） 

年  月  日 

山口市コミュニティタクシー運行事業変更承認申請書 

 

山口市長 様 

  

補助事業者 

 団体名              

代表者氏名           印 

住所             

電話            

  

    年  月  日付け指令交第   号により交付の決定を受けた    年度山

口市コミュニティタクシー運行事業に係る補助金について、下記のとおり当該事業を変更

したいので、山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第９条第１項の規定に

より申請します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 変更の内容 

  

  

  

３ 変更の理由 



 

第４号様式（第９条第２項） 

指令交第    号  

補助対象者 

 住所 

 団体名 

 代表者氏名            様 

  

 

    年  月  日付けで申請のあった   年度山口市コミュニティタクシー運行

事業の変更について、下記のとおり承認したので、山口市コミュニティタクシー運行事業

補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

山口市長 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 変更後の事業の内容 

  

  

  

３ 補正を求める事項、条件等 



 

第５号様式（第９条第４項） 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業中止（廃止）届 

  

山口市長 様 

  

補助事業者 

 団体名             

代表者氏名              印 

住所             

電話             

 

    年  月  日付け指令交第   号により交付の決定を受けた   年度山口

市コミュニティタクシー運行事業に係る補助金について、下記のとおり当該事業を中止（廃

止）したいので、山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第９条第４項の規

定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 中止（廃止）の内容 

  

  

  

３ 中止（廃止）の理由 



 

第６号様式（第１０条第１項） 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業遂行状況報告書 

  

山口市長 様 

  

補助事業者 

 団体名            

代表者氏名             印 

住所             

電話             

      

  年  月  日付け指令交第   号により補助金の交付の決定を受けた   

年度山口市コミュニティタクシー運行事業の   年９月末日現在での遂行状況について、

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 事業費                円 

３ 添付書類 

（１） 収支決算書 

（２） 事業の状況報告書類 

（３） 補助対象経費を証する書類 

（４） その他、市長が必要と認める書類 



 

第７号様式（第１１条第２項） 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金概算払請求書 

  

山口市長 様 

                    補助事業者 

 団体名              

代表者氏名             印 

住所             

電話             

 

    年  月  日付け指令交第   号により交付の決定を受けた   年度山口

市コミュニティタクシー運行事業の補助金について、概算払が必要ですので山口市コミュ

ニティタクシー運行事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定により、下記のとおり申請

します。 

記 

１ 事業の名称 

２ 概算払を必要とする理由 

３ 概算払請求額               円 

４ 振込先 

金融機関名 

          銀  行 

          信用金庫           支店・支所 

          農  協 

普 ・ 当 口座番号  

フリガナ  

口座名 
 

 

委任状 

 山口市コミュニティタクシー運行事業補助金の受領方を 

  住所                    

  氏名                    に委任します。 

 

            補助事業者名                       

            代表者住所                        

               氏名                     ㊞  



 

第８号様式（第１２条） 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業実績報告書 

  

山口市長 様 

  

補助事業者 

 団体名              

代表者氏名             印 

住所             

電話             

 

     年  月  日付け指令交第   号により補助金の交付の決定を受けた 

  年度山口市コミュニティタクシー運行事業を（中止・廃止・完了）したので、山口

市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおりそ

の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ （中止・廃止・完了）年月日     年  月  日 

３ 事業費（収支決算額）                円 

４ 添付書類 

（１） 収支決算書 

（２） 補助対象事業の成果をまとめた書類 

（３） 補助対象経費を証する書類 

（４） その他、市長が必要と認める書類 

※ 備考 

   年度末日の到来による報告の場合は、完了に丸印を付けてください。 



 

第９号様式（第１３条第１項） 

指令交第     号 

 

補助対象者 

 住所 

 団体名 

 代表者氏名            様 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった   年度山口市コミュニティタクシー

運行事業について、下記のとおりその補助金の額を確定したので、山口市コミュニティタ

クシー運行事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定により通知します。 

      年  月  日 

山口市長 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 交付確定額             円 



 

第１０号様式（第１４条第１項） 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付請求書 

  

山口市長 様 

  

補助事業者              

代表者氏名           印 

住所             

電話             

 

    年  月  日付け指令交第   号により確定通知のあった   年度山口市

コミュニティタクシー運行事業に係る補助金について、山口市コミュニティタクシー運行

事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 事業の名称 

２ 交付請求額               円 

３ 振込先 

金融機関名 

          銀  行 

          信用金庫           支店・支所 

          農  協 

普 ・ 当 口座番号  

フリガナ  

口座名 
 

 

委任状 

 山口市コミュニティタクシー運行事業補助金の受領方を 

  住所                    

  氏名                    に委任します。 

 

            補助事業者名                       

            代表者住所                        

               氏名                     ㊞  



 

第１１号様式（第１５条第２項） 

指令交第   号 

 

補助事業者          様 

  

 

    年  月  日付け指令交第   号により交付を決定した   年度山口市コ

ミュニティタクシー運行事業に係る補助金の交付の決定について、その全部（一部）を取

り消したので、山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第１５条第２項の規

定により、下記のとおり通知します。 

  年  月  日 

山口市長 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 補助金の交付決定額                  円 

３ 取消後の補助金額                   円 

４ 補助金の既交付額     年  月  日交付              円 

５ 取消しにより返還を命ずる額              円 

６ 取消しの理由 



 

第１２号様式（第１６条） 

交第    号 

年  月  日 

 

山口市コミュニティタクシー運行事業補助金返還命令書 

  

補助事業者          様 

  

山口市長  

 

 

 山口市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱第１６条の規定により、下記のと

おり   年度山口市コミュニティタクシー運行事業に係る補助金の返還を命ずる。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

２ 補助金の交付決定額            円 

３ 取消後の補助金額             円 

４ 補助金の既交付額     年  月  日交付              円 

５ 返還を命ずる額              円 

６ 返還期限     年  月  日まで 

７ 返還を命ずる理由 

 

 

 


